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１【提出理由】

　当社は、2026年３月19日開催の当社取締役会において、岡三証券株式会社が営む事業のうち、「岡三オンライン証

券」事業の一部の権利義務を承継することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1）商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号　　　　：岡三証券株式会社

本店の所在地：東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

代表者の氏名：取締役社長　　池田　嘉宏

資本金の額　：5,000百万円（2025年３月31日現在）

純資産の額　：83,069百万円（2025年３月31日現在）

総資産の額　：1,206,344百万円（2025年３月31日現在）

事業の内容　：金融商品取引業

 

(2）最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）
 

決算期 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期

売上高 52,378 70,326 67,635

営業損益 △815 14,180 10,802

経常損益 △687 13,877 10,987

当期純損益 △2,463 10,632 7,652

 

(3）大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社岡三証券グループ　100％

 

(4）提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

　岡三証券株式会社と当社との間には、資本関係、人的関係および取引関係はございません。

 

２．当該吸収分割の目的

　当社は、岡三証券株式会社との協議の結果、「岡三オンライン証券」事業の安定的かつ継続的な発展およびお客さ

ま満足度の向上を図ることを目的として、当該事業の一部に係る権利義務を承継することといたしました。

 

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1）吸収分割の方法

　当社は会社法第２条第29号に定める吸収分割の方法により、岡三証券株式会社が営む事業のうち、「岡三オンラ

イン証券」事業の一部の権利義務を承継いたします。

 

(2）吸収分割に係る割当ての内容

　当社は岡三証券株式会社に対し、本吸収分割に係る対価として金銭を支払う予定であり、その具体的な金額は両

社協議の上、決定いたします。

 

(3）その他の吸収分割契約の内容

ア．承継する権利義務

①　資産

　効力発生日が到来する時点において岡三証券株式会社が本事業について有する以下の資産

(1）信用取引貸付金、立替金、未収収益、未収入金、約定見返勘定・募集等払込金、有価証券等引渡未了勘定

(2）現金（但し、負債の総額から資産の総額を控除した金額が正となる場合における当該金額）
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②　負債

　効力発生日が到来する時点において岡三証券株式会社が本事業について有する以下の負債

(1）預り金（但し、効力発生日までの間において両社間で合意するものを除く）、信用取引受入保証金、信用

取引貸証券受入金、未払費用

 

③　その他の権利義務等

　効力発生日の時点において、本事業に関して岡三証券株式会社と本件顧客との間に存在する取引口座（当該

契約に基づき開設された口座に預り金が存在しない場合を含む）における岡三証券株式会社の契約上の地位お

よび当該契約に基づく権利義務、ならびに本件顧客に関する情報

 

イ．日程

吸収分割契約の取締役会決議日：2026年３月19日

吸収分割契約締結日　　　　　：2026年３月26日

吸収分割の効力発生日（予定）：2026年10月13日

 

ウ．契約の内容は予定であり、今後、変更する可能性があります。後記５．記載の「当該吸収分割の後の吸収分割

承継会社」に関する事項につきましても、同様です。

 

４．吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

　本吸収分割において、当社が支払う金銭については、本事業の過去及び将来の業績動向を踏まえ事業価値を算出

し、岡三証券株式会社と協議の上、決定する予定です。なお、当社は本吸収分割に際して、算定機関から算定書は取

得しておりません。

 

５．当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

(1）商号　　　　：株式会社ＳＢＩ証券

(2）本店の所在地：東京都港区六本木一丁目６番１号

(3）代表者の氏名：代表取締役社長　　髙村　正人

(4）資本金の額　：54,323百万円

(5）純資産の額　：現時点では確定しておりません。

(6）総資産の額　：現時点では確定しておりません。

(7）事業の内容　：金融商品取引業

 

以　上
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